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＜接道＞府開発指導担当は「南側の一方向でよい」といっている
＜敷地の造成＞現況より平均２０㎝土盛する
　★この程度で、府文化財指定の保全との関係でクリアするか
＜地下の掘り込み＞
①住宅内の道路敷ー開発面積（約7000㎡）のうち、約2000㎡で２８％
　　　　　　　　　・道路地下に下水管（深さ１・９㍍～２・６㍍）を入れる
　　　　　　　　　・道路両端に雨水地下貯留ﾎﾞｯｸｽ（深さ約２㍍）を入れる
②「だんじり広場」の地下に「防火水槽」（４０トン）をつくる
　★開発面積の3分の１近くが深く掘り込まれ、地下の遺跡が破壊される
＜水路＞ 【北側】現況水路の東半分（折れ曲がりまで）は「住」の敷地内なので、
                 地下に管を入れ、西に流す（上部は官民境界まで宅地化する）
　　　　 【南側】ー提供道路に取り込むので、管理者（市土木課）との協議が必要
＜だんじり広場＞都計法の「提供公園」として確保する（面積＝303㎡、全体の４％）
　　★公園は台形で、東西幅ー北端１１㍍、南端１５㍍、真ん中１３㍍
　　★だんじり小屋前の東西幅＝約１０㍍（道路5・7＋1・3＋1・8＋余地1・8）
＜船着場＞上部は宅地化する

【今後の行政協議の流れ】
・大東市の要綱に基づく協議ー「協議書」の提出（10月6日）【市は各課に照会・合議】
　　　　　　　　　↓
・大東市と業者とで「協定書の締結」、市長の「意見」を府に提出
　　　　　　　　　↓
・都市計画法に基づく「事前協議」（市と府の2段階で、審査期間は通算で１週間位）
　　　　　　　　　　　　　　　　　【府は関係各課に合議】
　　　　　　　　　↓
・都市計画法２９条に基づく「許可申請」（審査期間ー２週間位）

　党議員団の調査で会所跡の開発申請が市に提出され、
１０月６日付で受理されていることがわかりました。開
発申請者は「住」で、ユニオン設計が代理申請。開発面
積は6948㎡で、建売住宅を54戸建てる予定です。この
計画が実行されれば、貴重な会所の歴史的価値が大きく
損なわれることは明らかで、行政の対応が注目されます。
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